
 

四街道市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年条例第9号)新旧対照表（第１条関係） 

改正後（案） 現行 

(地域との連携等) (地域との連携等) 

第78条 指定認知症対応型通所介護事業者は、指定認知症対応型通所介

護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、

指定認知症対応型通所介護事業所が所在する市の職員又は当該指定認

知症対応型通所介護事業所が所在する区域を管轄する法第115条の46

第1項に規定する地域包括支援センターの職員、指定認知症対応型通所

介護について知見を有する者等により構成される協議会（以下この項

において「運営推進会議」という。）を設置し、おおむね6月に1回以

上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価

を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会

を設けなければならない。 

第78条 指定認知症対応型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっ

ては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の

地域との交流を図らなければならない。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は、前項の報告、評価、要望、助

言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければ

ならない。 

2 指定認知症対応型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、

提供した指定認知症対応型通所介護に関する利用者からの苦情に関し

て、市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施す

る事業に協力するよう努めなければならない。 

３ 指定認知症対応型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、

地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等地域との

交流を図らなければならない。 

 

 


